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（必要な事項の公表）

第四十三条 公正取引委員会は、この法律の適正な運用を図るため、事業者の秘
密を除いて、必要な事項を一般に公表することができる。

独占禁止法

（定義）
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めると
ころによる。
六 行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目
的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その
他の行為であって処分に該当しないものをいう。

行政手続法

警告の法令上の根拠
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• 運用の透明性の確保

• 需要者へ情報提供を行うことにより，適切な商品選択等の利益を確保

• 警告先事業者以外の社を含めた業界全般，他の業界も含め同様の行為の
未然防止

警告を公表することの意義・手続

・法違反の疑いが相当程度認められるもの

・その行為の是正が，公正かつ自由な競争の維持・促進の観点から必要と考えられるもの

対象となる行為

・関係人に対し任意の協力による自発的な是正を求める。

・警告書を相手方に交付する。

・関係人に対し，警告書案を手交し，その
内容を説明。

・意見申述等の機会を付与

事前手続

警告の実施

警告を公表することの意義

警告の手続
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・ 米の生産及び出荷に係る共同利用施設である育苗センター，ライスセンター及びカントリーエ
レベーターの３施設について，京都農業協同組合から生産資材を購入しない場合や京都農業協
同組合を通じて米を出荷しない場合には，その利用を拒否していた疑いがあり，独占禁止法第１
９条（不公正な取引方法第１３項〔拘束条件付取引〕に該当）の規定に違反するおそれがあること
から，京都農業協同組合に対して警告

・ 組合員に対する「畜産事業勘定（肉牛）」及び「営農貸付金」と称する短期貸付金の融資 ，土地，
牛舎等の生産設備の賃貸借等の契約について，組合員の事業活動を不当に拘束する条件を付
けて取引している疑いがあることから，独占禁止法第１９条（不公正な取引方法第１３項〔拘束条
件付取引〕に該当）の規定に違反するおそれがあることから，士幌町農業協同組合に対して警告

農業協同組合に対する警告２件（平成18年7月14日，同21日）

平成１８年１２月２５日に規制改革・民間開放推進会議が公表した「規制改革・民間開放の推進に
関する第３次答申」において，問題意識の一つとして取り上げられ，農協のコンプライアンス体制
の強化・内部統制の強化に取り組むべきとの提言がなされた。

警告の例（１）



4

・ 同社が提供する住宅ローンの取引に係る表示について，あたかも，平成１８年３月１日から同
年３月３１日までの間に申込みをし，同年６月３０日までに借入れをすれば，表示どおりの金利が
適用されるかのように示す表示をしていたが，実際には，３月３１日までに申し込んだとしても，
借入れが４月以降になれば表示どおりの金利は適用されず，金利が上昇している状況において
は，表示した金利より割高の金利が適用されるものであって，当該住宅ローンの取引に係る条
件について一般消費者に誤認される疑いがある表示を行っていたことから，景品表示法第４条
第１項第２号（有利誤認）の規定に違反するおそれがあるものとして，警告を行った。

・ 全国銀行公正取引協議会に対し，今後，同様の行為の未然防止と適正表示の一層の徹底が
図られるよう，会員への指導の強化について要望を行った。

㈱みずほ銀行に対する警告（平成18年8月8日）

全国銀行公正取引協議会は，同年９月に「住宅ローンの広告表示」の改善点の取りまとめ，会員
行に通知したほか，引き続きその他の預金商品についても広告表示の適正化についての取組み
を進めている。

警告の例（２）
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・ ソフトバンクモバイル㈱が，通話料金及びメール料金について，「通話料、
メール代」，「￥０」 の文字を表示し，その表示の下方に，約２５分の１の大き
さの文字で通話料・メール代が無料となる条件等を記載して広告することに
より，一般消費者が携帯電話サービスを利用するすべての場合に，通話料
金及びメール料金が無料になると誤認させるおそれが認められたことから，
景品表示法第４条第１項第２号（有利誤認）の規定に違反するおそれがある
ものとして，警告を行った。

携帯電話事業者３社に対する警告等（平成18年12月12日）

警告を公表することにより，通話料金及びメール料金が必ずしもすべての場
合に無料となるわけではない旨が広く一般消費者に認識されるところとなり，
一般消費者がより正確な情報に基づいて携帯電話サービスを選択できるよう
になった。

警告の例（３）
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平成１８年度警告一覧（独占禁止法）

18.7.1419条(一般
指定13項)

米の生産及び出荷に係る共同利用施設である育苗センター，ライスセンター及びカントリー
エレベーターの３施設（３施設）について，遅くとも平成１３年以降（カントリーエレベー
ターについては，平成１５年以降）
①京都農業協同組合（ＪＡ京都）から生産資材を購入しない場合には各施設の利用を断るこ
とがある旨を３施設それぞれの利用案内文書に記載して，組合員に対して周知することによ
り，当該組合員にＪＡ京都から生産資材を購入するようにさせていた
②ＪＡ京都を通じて米を出荷しない場合には各施設の利用を断ることがある旨を３施設それ
ぞれの利用案内文書に記載して，組合員に対して周知することにより，当該組合員にＪＡ京
都を通じて米を出荷するようにさせていた
疑い。

京都農業協同組
合に対する件

6

18.7.78条1項1号組合員の移動式クレーンを使用する作業に係る料金を決定し，組合員をしてこれを実施させ
ていた疑い。

愛知県クレーン
協同組合に対す
る件

5

18.7.78条1項1号支部会員の移動式クレーンを使用する作業に係る料金を引き上げることを決定し，支部会員
をしてこれを実施させていた疑い。

㈳全国クレーン
建設業協会茨城
支部に対する件

4

18.7.48条1項3号平成１７年１１月１６日付けで「小松地区タクシー協会小松駅構内会規約」と称する内部規
程を制定し，小松駅構内へのタクシーの新規乗り入れを希望し，同会への入会を申し出た事
業者に対し，同規程において，「申し込み日より２年間を待機期間とする」旨を定めること
により，小松駅構内のタクシー業の事業分野における事業者の数を制限していた疑い。

小松地区タク
シー協会小松駅
構内会に対する
件

3

18.7.48条1項3号平成１７年１１月１６日付けで「小松空港構内タクシー営業会規約」と称する内部規程を改
定し，小松空港構内へのタクシーの新規乗り入れを希望し，同会への入会を申し出た事業者
に対し，同規程において，「申し込み日より２年間を待機期間とする」旨を定めることによ
り，小松空港構内のタクシー業の事業分野における事業者の数を制限していた疑い。

小松空港構内タ
クシー営業会に
対する件

2

18.5.1819条(一般
指定6項)

田辺地区に所在する「エポック芳養セルフサービスステーション」と称する給油所において，
普通揮発油を，平成１７年９月９日から平成１８年１月３１日までの期間内に，長期間にわ
たり，仕入価格に販売経費を加えた価格を下回る価格で販売（仕入価格を下回る価格での販
売を含む。）し，当該給油所の周辺地域に所在する石油製品小売業者の事業活動を困難にさ
せるおそれを生じさせた疑い。

㈱アムズエナ
ジーに対する件

1

警告年月日関係法条内 容件 名
一連
番号

※ 平成１９年１月末時点
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18.9.298条1項4号,5
号

平成１８年度以降に埼玉県の区域内の市町村が委託する集合狂犬病予防注射について，専
ら自らが同市町村と契約を締結して実施するため
① 平成１７年９月３０日に開催した理事会において，専ら自らが埼玉県の区域内の市町
村と契約を締結して実施していく旨の決議を行い，決議に従わない会員に対し埼玉県獣医
師会から除名することとなる旨を通知すること等により，会員が独自に同市町村と契約を
締結することを不当に制限していた
② 狂犬病予防注射で使用するワクチンの販売業者及び資材の販売業者に対し，独自に契
約を締結して集合狂犬病予防注射を実施しようとする会員と取引しないよう要請すること
により，不当に，これらの販売業者に，会員に対する当該ワクチン及び資材の取引を拒絶
させるようにしていた
疑い。

㈳埼玉県獣医師
会に対する件

8

18.7.2119条条(一般
指定13項)

①組合員が生産資材等を購入するための「畜産事業勘定（肉牛）」及び「営農貸付金」と
称する短期貸付金について，士幌町農業協同組合（ＪＡ士幌町）から生産資材を購入する
場合に限り，組合員に当該短期貸付金の融資を行うものとすること
②肉用牛生産業を営む組合員に対する土地，牛舎等の生産設備の賃貸借等の契約において，
当該組合員がＪＡ士幌町以外の者から生産資材を購入し，ＪＡ士幌町以外の者を通じて肉
用牛を販売した場合には，無条件で当該賃貸借等の契約を解除することができるものとす
ること
としており，組合員の事業活動を不当に拘束する条件をつけて，当該組合員と取引してい
る疑い。

士幌町農業協同
組合に対する件

7

警告年月日関係法条内 容件 名
一連
番号
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平成１８年度警告一覧（景品表示法）

H18.12.12第4条
第1項
第2号

ソフトバンクモバイル㈱は，携帯電話役務の取引に当たり，平成18年10月26日に，新聞広告に
おいて，また，平成18年10月26日から同年11月2日までの間に，テレビコマーシャルにおいて，
あたかも，同社の携帯電話役務を利用するすべての場合において，通話料金及びメール料金が
無料となるかのように表示していたが，実際には，通話料金及びメール料金が無料となるのは，
同社の携帯電話役務の利用者間のみの通話及びメールに限定されており，国際電話を利用した
場合及び21時台から24時台の通話時間が1請求月に累計200分を超過した場合の通話料金は無料
とならず，また，当該役務の提供を受けるためには，「ゴールドプラン」及び「新スーパー
ボーナス」と称する携帯電話役務の契約を締結することが条件であった。

携帯電話の通
話料金及び
メール料金に
係る不当表示

６

H18.10.12第4条
第1項
第1号

TAC㈱，学校法人大原学園及び㈱早稲田セミナーの3名は，それぞれ，自らが開設する公認会計
士試験，税理士試験又は公務員試験に係る試験対策講座の受講生を募集するに当たり，一般消
費者に配布したこれらの講座案内のパンフレットにおいて，あたかも，パンフレットに記載し
た合格実績について自らが開設する試験対策講座を受講した成果であるかのように示す表示を
行っていたが，実際には，記載した合格実績の中には，短期間の講座を受講したにすぎない合
格者等自らが開設する試験対策講座を受講した成果とは認められない合格者が含まれているも
のであった。

資格試験等の
合格実績に係
る不当表示

３
・
４
・
５

H18.8.8第4条
第1項
第2号

㈱みずほ銀行は，固定金利方式による住宅ローンの取引に当たり，平成18年3月1日から同年3
月31日までの間に，同社の全国の店舗において一般消費者に配布した2種類の店頭チラシにお
いて，あたかも，平成18年3月1日から同年3月31日までの間に申込みをし，同年6月30日までに
借入れをすれば，当該店頭チラシに記載されたとおりの金利が適用されるかのように表示して
いたが，実際には，3月31日までに申し込んだとしても，借入れが4月以降になれば表示どおり
の金利は適用されず，金利が上昇している状況においては，表示していた金利より割高の金利
が適用されるものであった。

住宅ローンの
金利に係る不
当表示

２

H18.6.9第4条
第1項
第1号

エステー化学㈱は，同社商品「脱臭炭冷蔵庫用」及び「脱臭炭冷蔵庫用大型」を取引先販売業
者を通じて一般消費者に販売するに当たり，
①平成12年4月1日から平成18年6月までの間，「脱臭炭冷蔵庫用」の包装袋に，「使用期間
通常約5～6ヵ月（環境により異なります。）」と
②平成12年9月25日から平成18年6月までの間，「脱臭炭冷蔵庫用大型」の包装袋に，「使用期
間 通常5～6ヵ月（環境により異なります。）」と
それぞれ記載することにより，あたかも,当該商品の使用期間が約5～6ヵ月であるかのように
表示していたが，実際には，使用する冷蔵庫の機種によっては，約2ヶ月程度で当該商品の内
容物の蒸散が完了し，脱臭効力が無くなる場合もあった。

冷蔵庫用脱臭
炭の使用期間
に係る不当表
示

１

警告年月日関係法条内 容件 名
一連
番号

※ 平成１９年１月末時点
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H18.12.26第4条
第1項
第2号

㈱トライグループは，平成18年3月に配布した新聞折り込みチラシにおいて，「トライ新年度生 いよい
よ募集スタート！塾を決める前に、トライをお試しください。」と記載の上，「3月限定 授業料をいた
だく前にまずは効果をお試しください。 受付期間 3/31(金)まで お子様にピッタリの家庭教師に出
会えるまで、何度でも【無料】で、授業を受けることができます。」と記載することにより，あたかも，
当該チラシを配布して以降平成18年3月31日までの間，同社の家庭教師派遣を無料で体験できるかのよう
に示す表示をしていたが，実際には，家庭教師派遣の契約を締結した上，同期間中に体験を希望する生
徒を同社に登録して会員とし，当該生徒が，例えば同社と提携している中学校又は高等学校から紹介を
受けた者である場合を除き，当該契約者から「登録費」と称する費用及び「教務費」と称する費用（た
だし，当該生徒が，例えば同社に再入会した者である場合は「教務費」と称する費用のみ）を徴収して
いるものであった。
なお，同社は，家庭教師派遣の契約を締結して当該費用を支払い，生徒が家庭教師派遣の体験を受けた
後，当該契約の解除を申し出た者に対して，同費用を返還している。

家庭教師の派遣
に伴う料金に係
る不当表示

７

警告年月日関係法条内 容件 名
一連
番号
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景品表示法違反事件の処理権限

１．公正取引委員会は，景品表示法第3条（景品類の制限及び禁止）又は
第4条第1項（不当な表示の禁止）の規定に違反している事業者に対
し，違反行為の差止めや再発を防止するために必要な事項，関連す
る公示等を命じる排除命令を行うことができる（景品表示法第6条第
1項）。

２．排除命令が確定した後，その事業者がその命令に従わない場合には，
事業者の代表者等は2年以下の懲役又は300万円以下の罰金が，また，
当該事業者は3億円以下の罰金が科せられる（景品表示法第6条第3項，
独占禁止法第90条第3号，同法95条第1項第2号）。

３．都道府県知事は，景品表示法第3条又は第4条第1項の規定に違反して
いる事業者に対し，違反行為を止めること，これに関連する公示を
することを指示することができる（景品表示法第7条）。
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○公正取引委員会 ○都道府県

景品表示法違反事件処理手続

一般からの申告

苦情相談・生活相談

調 査

指 示 注 意

一般からの申告

職権による探知

調 査

弁明の機会

の付与

排除命令書の

謄本の送達

排除命令

確 定審判手続の開始請求

審 決

審判開始・審判手続

訴訟手続

警 告

措置請求（注）

（注）○事業者が指示に従わないとき

○違反行為を取りやめさせるため／違反
行為が再び行われることを防止するため
必要があると認めるとき
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最近の景品表示法違反事件処理状況

－６７９１，１７５４７０５６３４６６４７１計

－６１７１，１２４４１４４６５３５７３２１表示

－６２５１５６９８１０９１５０景品

計

２８９６６８１，１６１４６４５４１４６４４６９小計

２７０６０６１，１１０４０８４４３３５５３１９表示

１９６２５１５６９８１０９１５０景品

注意

１２１１１４６２２２２小計

１２１１１４６２２２２表示

０００００００景品

指示

都
道
府
県

－６７４７６４６５１５３４４７２４７１計

－５９６６９２５４４４２５３４１３２７表示

－７８７２１０７１０９１３１１４４景品

計

３４３６１０７２２２４２１１０８３１４８小計

３１３５３２６５０２１３１０６７４１２３表示

３０７８７２２９４９２５景品

注意

７３６２１３８２４０２３７９３２０小計

７３６２１３０４２９７２５７２０１表示

０００７８１０５１２２１１９景品

警告

２０２８２１２７２２１０３小計

２０２８２１２７２２１０３表示

０００００００景品

排除命令

公
正
取
引
委
員
会

１８年度（４～１２月）１７年度１６年度１５年度１４年度１３年度１２年度年 度

※ 都道府県の指示については，現在公取委で把握しているものに限る。

※ 平成１８年度の注意件数については，平成１８年度上半期の件数を記載している。

※ 平成１８年度の注意件数は上半期の件数であるため，平成１８年４～１２月時点の排除命令件数・警告件数・注意件数の合計値
及び指示件数・注意件数の合計値は算出できない。




